
 

 

 

 かつまた 孝明 です！ 
たかあき 

 昭和５１年４月７日生まれ 

出身   沼津市 

住所   沼津市花園町 

家族   父親（沼津市出身） 

母親（伊豆市出身：修善寺） 

     妻・長男・長女・次男 

経 歴 

〔学歴〕 

しょうえい幼稚園 

沼津市立門池小・門池中 卒業 

静岡県立沼津東高校 卒業 

学習院大学経済学部 卒業 

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 卒業 

（経営学修士：ＭＢＡ取得） 
〔職歴〕 

平成１２年４月  スルガ銀行株式会社入社 

平成２２年１２月 スルガ銀行株式会社退職 

          

平成２３年１月～ 自民党衆議院静岡県第六選挙区支部 支部長 

平成２４年１２月～ 衆議院議員（現在４期目） 

       ・第四次安倍改造内閣にて環境大臣政務官 

       ・第二次岸田改造内閣にて農林水産副大臣を歴任 

       ・第 212 回臨時国会（2023/10/20）より衆議院外務委員長 
   

いま、自民党が熱い！自民党員を大募集中！！ 
自民党に入党して、党員として自民党そしてかつまた孝明を支えてください！ 

入党資格 

・ わが党の綱領、主義、政策等に賛同される方 

・ 満１８歳以上で日本国籍を有する方 

・ 他の政党の党籍を持たない方 

党 費：一般党員 年額４，０００円、家族党員 年額２，０００円 

申し込み方法 

・ 自民党衆議院静岡県第６選挙区支部までご連絡ください。電話、e メール、直接お越し

いただいても結構です。 

— お知らせ — 

ポスターご掲示頂ける方大募集！ 

事務所(055-922-5526)までご連絡ください 
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発行所：自由民主党本部 

100-8910 東京都千代田区永田町 1-11-23 

電話：東京 03(3581)6211（代） 

自民党衆議院静岡県第６選挙区支部 

〒410-0062 沼津市宮前町１３－３ 

電話：055(922)5526 FAX：055(922)5527 

ブログ：http://ameblo.jp/t-katsumata 

公式サイト：http://www.t-katsumata.com 

e ﾒｰﾙ：jimin@t-katsumata.com 

衆議院議員（静岡県第６選挙区支部支部長） 

通 

信 静岡６区：沼津市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市 
伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、

西伊豆町、清水町、長泉町 

かつまた孝明氏  

党災害対策特別委員会 事務局長 

党半島振興小委員会 委員長代理 

として郷土のために働きます！！ 

～南海トラフ地震に備えて～ 

たかあき 

— 号 外 — 

ボランティア大募集（６区支部まで連絡下さい） 

まるかつ通信の企画・配布・街頭演説サポート・ポ

スター貼りなどなど、楽しい仲間と共に！ 

自民党半島振興小委員会にて力強く発言！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害から伊豆半島を守るために！！ 

 南海トラフ地震の発生が懸念されている中で、伊豆半島の皆さんの

生命と財産を守るべく、一層のインフラ整備を進めていく必要がありま

す。 

 かつまた孝明は、自民党災害対策特別委員会事務局長として、ま

た、党半島振興小委員会委員長代理として、しっかりと汗をかいてま

いります。 

  

 

 伊豆半島の道路事情は高規格道路の共用率約３８％（能登半島約

９１％）と、整備がなかなか進んでいません。今まで東駿河湾環状道

路西区間（沼津市の西部地区）、伊豆湘南道路（神奈川県と伊豆を

結ぶ）、そして背骨となる伊豆縦貫自動車道の早期の完成を力強く進

めてまいりました。 

 しかし、伊豆半島は世界ジオパークに認定され、1400ｍ級の天城

山の恩恵を享受してきた一方で、急峻な地形であるがゆえにトンネル

や橋梁といった難工事箇所も多く、それが進んでこなかった理由の一

つでもあります。 

 南海トラフ地震は、広範囲（静岡県から宮崎県）に被害が想定され

ています。災害発生直後から避難、救助、復旧を考えた時、このよう

な背骨となる高規格道路をしっかりと整備しておくことはもちろんのこ

と、農道等の避難路、漁港などのインフラ整備を進めていきます。 

また、全国各地から救助部隊などが来られた時の拠点を高規格道

路沿いに確保していく必要があるため、各地に「防災道の駅」の整備

を目指します。 

伊豆縦貫自動車道の整備を強力に進める！ 

 

昭和６０年（１９８５年）に成立した半島振興法が、令和７年３月末

に法期限を迎えます。沼津市（戸田地域）、伊豆市、下田市、賀茂郡

は、この半島振興法の指定地域であり、旅館業、製造業や農林水産

物等販売業などの事業者の皆さん 

の設備投資に対し国税や地方税 

の優遇、インフラ整備の補助率の 

かさ上げ、また、ジオパークを活用 

した交流ツアー事業の補助等を受 

けてきました。 

能登半島地震を受け、伊豆半島 

においても南海トラフ地震に対応し、 

住民の皆さんの生命と財産を守り、 

そして安心して伊豆半島に国内外 

から観光にお越しいただけるよう、 

高規格道路の建設促進、津波対策 

等、国土強靭化の観点から半島振 

興法を更に良いものにしてまいります。 

今後とも、皆さんの安心安全のために先頭に立って頑張っていきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半島振興法の改正に向けて！ 

国土交通省・財務省に何度も熱い想いを届けています！ 

伊豆縦貫自動車道の概略図 
（かつまた孝明事務所作成） 


